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保険診療の請求事務・審査・指導・税金・融資・共済等の問題についてお気軽に保険医協会へご相談下さい。電話（082-262-5424）又はFAX（082-262-5427）

（毎月１回発行）

KDX広島ビル4F

158 163

63
108 74

15

92.1%89.3%

35.6%

61.0%
41.8%

8.5%
0

20
40
60
80

100
120
140
160
180

増えた
84.2%

減った6.0%

変わらない
2.3%

NA 7.4%

【グラフ3】どのような業務に時間や人手がかかりましたか
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【グラフ5】「資格申立書」を記載させる新たな対応について
（複数回答有） N=205
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【グラフ6】健康保険証を残す必要があると考えますか
 N=215

【グラフ2】マイナ保険証の患者への対応で、新たに受付業務は増えたか　
 N=215
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【グラフ1】マイナ保険証で資格確認できた患者の件数
（1日あたり・6月診療分） N=215
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広
島
県
保
険
医
協
会
は
、オ
ン

ラ
イ
ン
資
格
確
認
シ
ス
テ
ム
の
ト

ラ
ブ
ル
の
実
態
を
把
握
す
る
た

め
、6
月
に
ア
ン
ケ
ー
ト
を
実
施

し
ま
し
た
。ア
ン
ケ
ー
ト
実
施
以

降
、政
府
は
マ
イ
ナ
保
険
証
に
よ
る

オ
ン
ラ
イ
ン
資
格
確
認
が
で
き
な

い
場
合
の
対
応
な
ど
、新
た
な
対

応
策
を
打
ち
出
し
ま
し
た
が
、医

療
現
場
の
負
担
や
混
乱
は
な
お
続

い
て
い
ま
す
。こ
の
よ
う
な
状
況
を

受
け
、協
会
は
8
月
に
ア
ン
ケ
ー

ト
の
第
2
弾
を
実
施
し
、2
1
5

医
療
機
関
よ
り
回
答
が
あ
り
ま
し

た
。ご
協
力
い
た
だ
き
、あ
り
が
と

う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

　

6
月
の
診
療
状
況
に
つ
い
て
、マ

イ
ナ
保
険
証
で
資
格
確
認
し
、資

格
が
確
認
で
き
た
患
者
の
1
日
あ

た
り
の
件
数
は
、最
多
が
1
件（
21
・

4
％
）で
、75
％
の
医
療
機
関
が
1

日
5
件
以
下
で
し
た【
グ
ラ
フ
1
】。

　

マ
イ
ナ
保
険
証
の
患
者
対
応

で
、受
付
業
務
が「
増
え
た
」と
回

答
し
た
医
療
機
関
は
84
・
2
％

（
1
8
1
件
）
で
し
た【
グ
ラ
フ

2
】。そ
の
う
ち
、時
間
や
人
手
が

か
か
っ
た
業
務
と
し
て
、「
カ
ー
ド

リ
ー
ダ
ー
等
機
器
の
操
作
補
助
」

（
1
6
3
件
）が
最
も
多
く
、次
い

で「
患
者
へ
の
説
明
」（
1
5
8
件
）、

「
資
格
の
確
認
作
業
」（
1
0
8
件
）

で
し
た【
グ
ラ
フ
3
】。

　

70
歳
以
上
の
高
齢
者
で
オ
ン
ラ

イ
ン
資
格
確
認
の
画
面
の
負
担
割

合
と
健
康
保
険
証
の
券
面
の
負
担

割
合
に
相
違
が「
あ
っ
た
」と
回
答

し
た
医
療
機
関
は
、14
・
4
％（
31

件
）で
し
た【
グ
ラ
フ
4
】。具
体
的

に
は
、「
後
期
高
齢
者
の
方
で
1
割

→
2
割
、3
割
→
1
割
等
の
割
合

が
違
っ
た
」「
有
効
期
限
が
変
わ
っ

て
い
た
が
、オ
ン
ラ
イ
ン
で
は
反
映

さ
れ
て
い
な
か
っ
た
」な
ど
の
事
例

が
寄
せ
ら
れ
ま
し
た
。

　

厚
労
省
が
8
月
か
ら
マ
イ
ナ
保

険
証
利
用
に
よ
る
資
格
確
認
が
で

き
な
い
場
合
、患
者
に「
資
格
申
立

書
」を
記
載
さ
せ
る
新
た
な
対
応

を
示
し
た
こ
と
に
つ
い
て
、「
健
康

保
険
証
の
持
参
で
十
分
」（
1
7
4

件
）が
最
多
で
、次
い
で「
受
付
の
対

応
が
増
え
る
」（
1
5
5
件
）、「
患
者

と
の
ト
ラ
ブ
ル
を
懸
念
」（
1
1
6

件
）で
し
た【
グ
ラ
フ
5
】。

　

寄
せ
ら
れ
た
ト
ラ
ブ
ル
事
例
に

は
、「
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
を
入

れ
て
も『
通
信
中
』の
マ
ー
ク
が
出

る
だ
け
で
読
み
取
れ
な
い
こ
と
が

あ
る
。ベ
ン
ダ
ー
や
メ
ー
カ
ー
に
尋

ね
て
も
理
由
が
分
か
ら
な
い
」「
保

険
証
と
オ
ン
ラ
イ
ン
の
負
担
割
合

が
違
う
。月
の
途
中
で
負
担
割
合

が
変
わ
る
。保
険
者
に
問
い
合
わ

せ
し
た
と
こ
ろ
返
金
を
求
め
ら
れ

た
」「
現
在
の
資
格
確
認
の
状
況
を

知
ら
ず
、マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
と

保
険
証
を
出
し
て
も
ら
お
う
と
し

た
際
、保
険
証
提
示
を
断
ら
れ
怒

ら
れ
た
。一
部
の
他
の
患
者
に
迷
惑

や
手
続
き
の
遅
れ
を
伴
っ
た
」「
救

急
対
応
、隔
離
対
応
な
ど
、受
付
ま

で
来
て
い
た
だ
け
な
い
場
合
、マ
イ

ナ
保
険
証
の
み
だ
と
カ
ー
ド
リ
ー

ダ
ー
を
も
っ
て
い
く
こ
と
が
で
き

ず
、物
理
的
に
読
み
込
め
な
い
こ

と
で
二
重
に
困
っ
て
い
る
」な
ど
あ

り
ま
し
た
。

　

政
府
が
2
0
2
4
年
秋
に
健
康

保
険
証
を
廃
止
す
る
方
針
を
示

す
な
か
、「
健
康
保
険
証
を
残
す
必

要
が
あ
る
」と
回
答
し
た
医
療
機

関
は
90
・
7
％（
1
9
5
件
）と
、多

く
の
医
療
機
関
が
健
康
保
険
証
の

存
続
を
求
め
て
い
ま
す【
グ
ラ
フ

6
】。

　

広
島
県
保
険
医
協
会
は
、保

険
医
の
経
営
、生
活
と
権
利
を

守
る
と
と
も
に
、国
民
医
療
の

向
上
を
求
め
て
活
動
し
て
い

る
、県
内
の
医
師
・
歯
科
医
師
の

自
主
的
団
体
で
す
。現
在
、県
内

約
1
7
0
0
名
の
開
業
医
・
勤

務
医
を
擁
し
、全
国
の
保
険
医

協
会
・
保
険
医
会
、全
国
保
険
医

団
体
連
合
会（
保
団
連
）と
協
力

し
な
が
ら
様
々
な
活
動
を
行
っ

て
い
ま
す
。

【
分
か
り
に
く
い
保
険
請
求
を

サ
ポ
ー
ト
】

　

年
々
複
雑
化
す
る
診
療
報
酬

や
特
例
的
な
点
数
設
定
な
ど
請

求
事
務
を
煩
雑
に
し
て
い
ま

す
。保
険
医
協
会
で
は
、保
険
請

求
・
審
査
減
点
事
例
の
相
談
に

対
応
し
ま
す
。ま
た
2
年
に
一

度
の
診
療
報
酬
改
定
時
に
は
、

独
自
の
テ
キ
ス
ト
を
も
と
に
新

点
数
検
討
会
を
開
催
し
、日
常

の
請
求
事
務
が
ス
ム
ー
ズ
に
行

え
る
よ
う
、素
早
く
丁
寧
な
情

の
大
き
な
心
配
事
で
す
。保
険
医

協
会
で
は
、会
員
の
立
場
で
の
相

談
対
応
、ポ
イ
ン
ト
を
ま
と
め
た

研
修
会
の
開
催
な
ど
で
サ
ポ
ー

ト
し
て
き
て
い
ま
す
。施
設
基
準

の
要
件
に
該
当
す
る
研
修
会
を

臨
床
に
役
立
つ
研
究
会
を
リ

モ
ー
ト
な
ど
で
開
催
し
て
い
ま

す
。ま
た
、全
国
に
ひ
ろ
が
る
保

険
医
協
会
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

で
、他
県
の
セ
ミ
ナ
ー
に
オ
ン

ラ
イ
ン
で
参
加
で
き
る
な
ど
、

魅
力
も
倍
増
し
て
い
ま
す
。

【
安
心
の
共
済
制
度
】

　

日
本
有
数
の
私
的
年
金
と
い

う
ス
ケ
ー
ル
メ
リ
ッ
ト
を
誇
る

保
険
医
年
金
、ケ
ガ
や
病
気
の

備
え
に
安
心
の
保
険
医
休
業
保

障
共
済
保
険
、経
費
削
減
に
役

立
つ
団
体
定
期
保
険（
保
険
医

厚
生
会
グ
ル
ー
プ
保
険
）を
揃

え
て
い
ま
す
。ラ
イ
フ
プ
ラ
ン

に
合
わ
せ
て
ご
利
用
い
た
だ
け

る
安
心
な
共
済
制
度
を
、ぜ
ひ

ご
活
用
く
だ
さ
い
。

開
催
し
、会
員
か
ら
好
評
い
た
だ

い
て
い
ま
す
。

【
日
常
診
療
に
役
立
つ
研
究
会
・

セ
ミ
ナ
ー
】

　

新
型
コ
ロ
ナ
の
も
と
で
も
、

報
提
供
を
発
信
し
て
い
ま
す
。

【
頼
り
に
な
る
適
時
調
査
、指
導

対
策
】

　

返
還
金
の
可
能
性
も
あ
る
適

時
調
査
や
個
別
指
導
は
、保
険
医

2面

3面

6面

4面

5面

主張「瀬戸内の海を原発のゴミ置き場にしていいのか～地
方の暮らしを支える交付税制度に～」／2023年度保団連
中国ブロック協議会医科社保担当者会議開催
会員訪問／原発よりも命の海を
医科・褥瘡対策に関するオンラインセミナー／2023年度指
導等年間計画について
医科・2022年度個別指導・新規個別指導の結果と主な指
摘事項
歯科・2022年度個別指導・新規個別指導の結果と主な指
摘事項
424共同広島、県健康福祉局と懇談7面

医
師
・
歯
科
医
師
の
立
場
で

し
っ
か
り
サ
ポ
ー
ト

広
島
県
保
険
医
協
会
に
、

ぜ
ひ
ご
入
会
く
だ
さ
い

調査対象 広島県内医科・歯科診療所および病院
1381医療機関

調査方法 FAXまたは郵送で送付

調査期間 2023年8月9日（水）～8月28日（月）

回答数 215（医科167　歯科48）

回収率 15.6%

マイナ保険証の対応で8割強の医療マイナ保険証の対応で8割強の医療
機関が業務負担増機関が業務負担増
窓口負担割合が異なるトラブルも窓口負担割合が異なるトラブルも
オンライン資格確認システムのトラブル事例アンケート・オンライン資格確認システムのトラブル事例アンケート・
第2弾（集計結果）第2弾（集計結果）
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オ
ン
ラ
イ
ン
資
格
確
認
シ
ス
テ
ム
原
則

義
務
化
撤
回
、健
康
保
険
証
の
継
続
を

求
め
ま
す

相
次
ぐ
マ
イ
ナ
保
険
証
の

ト
ラ
ブ
ル
、窓
口
負
担
割
合

の
誤
表
示
も

　

マ
イ
ナ
保
険
証
、オ
ン
ラ
イ
ン
資

格
確
認
シ
ス
テ
ム
の
ト
ラ
ブ
ル
が

後
を
絶
ち
ま
せ
ん
。8
月
23
日
、保

団
連
は
第
2
弾
マ
イ
ナ
保
険
証
・
オ

ン
ラ
イ
ン
資
格
確
認
シ
ス
テ
ム
の

ト
ラ
ブ
ル
調
査
の
集
計
結
果
を
も

と
に
記
者
会
見
を
行
い
ま
し
た
。

33
都
道
府
県
5
0
5
5
医
療
機
関

の
う
ち
、32
都
道
府
県
2
9
0
市

区
町
村
6
9
3
医
療
機
関
で
健
康

保
険
証
の
券
面
と
異
な
る
窓
口
負

担
割
合
が
表
示
さ
れ
、1
医
療
機

関
で
50
件
も
の
エ
ラ
ー
が
確
認
さ

れ
た
医
療
機
関
も
あ
っ
た
と
発
表

し
ま
し
た
。誤
り
の
原
因
は
、保
険

者
の
登
録
ミ
ス
、シ
ス
テ
ム
仕
様
に

よ
る
誤
登
録
、レ
セ
コ
ン
の
仕
様
で

負
担
割
合
を
正
し
く
読
み
込
ま
な

い
な
ど
様
々
で
す
。原
因
は
様
々
で

あ
り
患
者
・
医
療
機
関
だ
け
で
は

ト
ラ
ブ
ル
を
認
識
す
る
こ
と
は
困

難
で
す
。全
容
解
明
に
向
け
て
国
・

自
治
体
や
レ
セ
コ
ン
メ
ー
カ
ー
、審

査
支
払
基
金
、国
保
連
等
の
関
係

者
の
協
力
は
必
要
不
可
欠
で
す
。

　

オ
ン
ラ
イ
ン
資
格
確
認
シ
ス
テ

ム
を
維
持
す
る
に
も
ラ
ン
ニ
ン
グ

コ
ス
ト
な
ど
が
医
療
機
関
の
負
担

と
な
っ
て
い
ま
す
。広
島
県
保
険

医
協
会
は
、医
療
情
報
・
シ
ス
テ
ム

基
盤
整
備
体
制
充
実
加
算
を
廃
止

し
、基
本
診
療
料
を
大
幅
に
引
き

上
げ
る
よ
う
、厚
生
労
働
大
臣
に

要
請
書
を
提
出
し
ま
し
た
。

　

診
療
報
酬
上
、当
該
加
算
が
設

け
ら
れ
て
い
ま
す
が
、本
来
、診
療

報
酬
は
患
者
の
療
養
の
給
付
を
保

障
す
る
た
め
の
も
の
で
す
。マ
イ

ナ
保
険
証
を
利
用
し
な
い
こ
と
で

診
療
報
酬
に
差
を
設
け
る
ペ
ナ
ル

テ
ィ
的
な
扱
い
を
持
ち
込
む
こ
と

は
、診
療
報
酬
の
本
質
を
歪
め
る

も
の
で
す
。ま
た
当
該
加
算
は
オ

ン
ラ
イ
ン
請
求
が
施
設
基
準
の
要

件
と
さ
れ
て
い
ま
す
。4
月
か
ら

オ
ン
ラ
イ
ン
資
格
確
認
が
原
則
義

務
化
さ
れ
ま
し
た
が
、現
状
で
は

必
ず
し
も
全
医
療
機
関
が
オ
ン
ラ

イ
ン
請
求
を
行
っ
て
い
る
わ
け
で

は
あ
り
ま
せ
ん
。シ
ス
テ
ム
基
盤
整

備
の
体
制
を
評
価
す
る
の
で
あ
れ

ば
、医
療
機
関
の
負
担
も
考
慮
し
、

加
算
で
は
な
く
基
本
診
療
料
の
引

き
上
げ
で
対
応
す
べ
き
で
す
。

　

中
国
電
力
と
関
西
電
力
が
、山
口
県
熊
毛
郡
上

関
町
に
、原
発
の
使
用
済
み
核
燃
料
の
中
間
貯
蔵

施
設
の
建
設
を
提
案
し
た
。2
日
に
電
力
会
社
か

ら
の
提
案
を
受
け
た
上
関
町
長
は
、同
月
18
日
の

臨
時
町
議
会
で
調
査
受
け
入
れ
を
容
認
す
る
意

向
を
表
明
。町
議
の
過
半
数
が
賛
成
し
、調
査
受

け
入
れ
が
決
定
さ
れ
た
。あ
ま
り
に
早
い
結
論
は
、

町
民
は
も
ち
ろ
ん
、周
辺
自
治
体
へ
の
説
明
、合
意

形
成
を
軽
ん
じ
て
お
り
批
判
の
声
も
あ
が
る
。背

景
に
は
、独
禁
法
違
反
で
7
0
7
億
の
課
徴
金
を

負
い
、独
力
で
原
発
敷
地
内
に
建
設
で
き
な
い
と

い
う
懐
事
情
も
あ
る
の
で
は
な
い
か
。

　

山
口
県
の
最
南
端
に
位
置
す
る
上
関
町
は
、室

津
半
島
の
先
端
部
と
長
島
、祝
島
な
ど
の
島
々
か

ら
な
る
。海
に
は
ス
ナ
メ
リ
や
カ
ン
ム
リ
ウ
ミ
ス

ズ
メ
な
ど
の
希
少
生
物
が
生
息
し
、広
島
市
か
ら

も
約
80
ｋ
ｍ
と
近
い
。そ
し
て
祝
島
は
1
9
8
2

年
か
ら
40
年
以
上
、原
発
建
設
計
画
に
反
対
の
声

を
あ
げ
て
い
る
島
で
あ
る
。2
0
0
9
年
、当
会
は

祝
島
を
訪
れ
、島
民
か
ら
現
地
が
知
る
原
発
建
設

計
画
の
実
態
を
聞
い
た
。こ
の
視
察
が
広
島
保
険

医
新
聞
の
連
載「
原
発
よ
り
も
命
の
海
を
」が
始
ま

る
契
機
と
な
っ
た
。

　

中
間
貯
蔵
施
設
と
は
、原
発
か
ら
排
出
さ
れ
た

核
燃
料
を
一
時
的
に
保
管
す
る
場
所
と
さ
れ
る
。

50
基
以
上
の
原
発
が
あ
る
が
、使
用
済
み
核
燃
料

の
保
管
場
所
は
、東
京
電
力
が
建
設
し
た
青
森
県

む
つ
市
の
施
設（
2
0
2
3
年
度
中
に
事
業
開
始

見
込
）の
み
。使
用
済
み
核
燃
料
は
各
原
発
の
中
の

プ
ー
ル
に
た
ま
り
続
け
、ほ
と
ん
ど
の
原
発
で
10

年
以
内
に
満
杯
に
な
る
と
言
わ
れ
て
い
る
。原
発

を
推
進
し
て
き
た
日
本
は
、使
用
済
み
核
燃
料
を

再
処
理
工
場
で
Ｍ
Ｏ
Ｘ
燃
料
に
加
工
し
、原
発
で

再
利
用
す
る「
核
燃
料
サ
イ
ク
ル
」を
計
画
し
た
。

し
か
し
青
森
県
六
ケ
所
村
の
再
処
理
工
場
は
14
兆

円
を
超
え
る
費
用
を
か
け
て
も
ト
ラ
ブ
ル
続
き

で
稼
働
で
き
ず
、核
燃
料
加
工
施
設
も
進
展
し
な

い
。す
で
に
破
綻
し
て
い
る
と
言
わ
れ
る「
核
燃
料

サ
イ
ク
ル
」に
し
が
み
つ
く
が
故
の「
中
間
貯
蔵
施

設
」と
い
う
わ
け
だ
。瀬
戸
内
の
海
を
、使
い
道
が

な
く
、捨
て
場
も
な
い
原
発
の
ゴ
ミ
置
き
場
に
す

る
だ
け
で
な
く
、セ
シ
ウ
ム
や
プ
ル
ト
ニ
ウ
ム
な

ど
多
く
の
放
射
性
物
質
を
含
む
核
燃
料
に
万
一
の

こ
と
が
あ
れ
ば
、隣
県
の
広
島
に
も
深
刻
な
影
響

を
及
ぼ
す
こ
と
に
な
る
。

　

原
発
を
持
つ
諸
国
は
、リ
サ
イ
ク
ル
で
は
な
く
、

地
下
深
く
に
埋
め
て
固
め
る
な
ど「
直
接
処
分
」に

シ
フ
ト
し
て
き
て
い
る
と
い
う
。フ
ィ
ン
ラ
ン
ド

で
は
、カ
プ
セ
ル
に
入
れ
た
使
用
済
み
核
燃
料
を
、

花
崗
岩
の
地
層
ま
で
掘
り
下
げ
た
う
え
で
、コ
ン

ク
リ
ー
ト
で
埋
め
永
遠
に
封
じ
込
め
る
。プ
ル
ト

ニ
ウ
ム
の
分
離
は
核
兵
器
に
転
用
さ
れ
る
危
険
性

が
あ
る
と
、ア
メ
リ
カ
で
も
再
処
理
計
画
は
中
断

さ
れ
て
い
る
。再
処
理
や
リ
サ
イ
ク
ル
な
ど
と
い

う
余
計
な
こ
と
で
危
険
度
を
高
め
る
よ
り
、そ
の

ま
ま
処
分
し
た
方
が
い
い
と
考
え
る
国
が
増
え
て

い
る
そ
う
だ
。諸
外
国
に
倣
っ
て
、早
期
に
処
分
方

針
の
転
換
を
行
い
、地
震
の
多
い
日
本
に
適
し
た

処
分
方
法
を
研
究
す
べ
き
で
は
な
い
の
か
。

　

上
関
町
議
会
で
町
長
に
賛
成
し
た
議
員
は
、経

済
の
停
滞
と
財
政
逼
迫
を
理
由
に
、工
事
発
注
な

ど
の
経
済
効
果
と
交
付
金
に
期
待
を
寄
せ
る
。少

子
高
齢
化
が
加
速
す
る
な
か
、経
済
が
疲
弊
し
税

収
の
減
少
に
苦
し
む
地
域
が
、将
来
に
リ
ス
ク
の

伴
う
施
設
の
受
け
入
れ
を
選
択
す
る
ケ
ー
ス
が
多

く
見
受
け
ら
れ
る
。イ
ギ
リ
ス
・
ウ
ェ
ー
ル
ズ
の
島

は
、1
9
7
0
年
代
、原
発
が
も
た
ら
す
財
源
が
島

の
イ
ン
フ
ラ
を
支
え
て
い
た
。し
か
し
2
0
1
9

年
、日
本
の
原
発
輸
出
政
策
が
凍
結
さ
れ
、島
の

暮
ら
し
は
存
続
す
ら
危
う
い
と
い
う
。原
発
依
存

は
、街
の
持
続
可
能
性
を
原
発
に
委
ね
る
こ
と
に

な
り
か
ね
な
い
。地
方
の
小
さ
な
町
が
高
リ
ス
ク

の
選
択
に
追
い
つ
め
ら
れ
な
く
と
も
、持
続
可
能

な
暮
ら
し
の
あ
り
方
を
決
定
で
き
る
よ
う
に
し
な

く
て
は
な
ら
な
い
。交
付
金
を
報
酬
や
代
償
の
よ

う
に
使
う
の
で
は
な
く
、都
市
部
と
の
均
衡
を
図

る
た
め
に
ど
う
活
用
す
る
か
を
検
討
し
て
ほ
し

い
。そ
し
て
中
間
貯
蔵
施
設
と
い
う
曖
昧
な
名
称

を
使
わ
ず
、使
用
済
み
核
燃
料
の
処
分
に
本
気
で

取
り
組
む
べ
き
だ
。

主　張

瀬
戸
内
の
海
を
原
発
の
ゴ
ミ
置
き
場
に
し
て
い
い
の
か

～
地
方
の
暮
ら
し
を
支
え
る
交
付
税
制
度
に
～

ご入用の際には、協会まで
ご連絡ください。

院内掲示用チラシを
ご活用ください。
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か
」と
諦
め
か
け
た
が
、医
師
に
叱

咤
さ
れ
、「
家
族
を
残
し
て
逝
け
る

か
」と
気
力
を
振
り
絞
っ
た
。

　

男
性
の
が
ん
は
寛
解
状
態
に

な
っ
た
が
、再
発
の
恐
れ
や
、死
の

恐
怖
か
ら
鬱
病
を
発
症
。症
状
は

落
ち
着
い
て
き
た
が
、仕
事
は
再

開
で
き
て
い
な
い
。「
労
災
が
認
定

さ
れ
て
い
な
か
っ
た
ら
、家
族
の
生

活
は
ど
う
な
っ
て
い
た
か
と
思
う

と
ぞ
っ
と
す
る
」と
男
性
は
言
う
。

　

厚
生
労
働
省
に
よ
る
と
、事
故

後
、福
島
第
一
原
発
で
働
い
た
作
業

員
の
う
ち
、が
ん
で
労
災
申
請
し

た
35
人
の
う
ち
、白
血
病
や
肺
が

ん
で
認
定
さ
れ
た
の
が
11
人
。調

査
中
の
ほ
か
、19
人
が
認
め
ら
な

か
っ
た
。気
に
な
る
の
は
、こ
の
他

に
申
請
取
り
下
げ
が
4
人
い
る
こ

と
。こ
れ
ま
で
の
取
材
で
作
業
中

の
け
が
や
具
合
が
悪
く
な
っ
て
も

「
金
を
払
う
か
ら
労
災
に
し
な
い

で
」「
労
災
に
す
れ
ば
作
業
員
の
管

理
が
悪
い
会
社
だ
と
仕
事
が
貰
え

な
く
な
る
」な
ど
と
会
社
か
ら
説

得
さ
れ
、申
請
し
な
か
っ
た
例
が

あ
っ
た
。ま
た
、厚
労
省
が
労
災
認

定
の
発
表
の
た
び
に「
被
ば
く
と
の

因
果
関
係
が
証
明
さ
れ
た
わ
け
で

は
な
い
」と
言
う
よ
う
に
、事
故
前

も
含
め
、原
発
作
業
員
で
被
ば
く

労
働
を
し
て
、が
ん
に
な
っ
た
と
し

て
裁
判
を
し
、因
果
関
係
が
認
め

ら
れ
た
ケ
ー
ス
は
な
い
。

　

男
性
は
現
在
裁
判
で
闘
っ
て
い

る
が
、男
性
の
弁
護
団
は「
労
災
認

定
時
に
国
の
専
門
家
会
議
は
、男

「
レ
ベ
ル
7
」未
曾
有
の
原
発
事
故
も

作
業
員
の
補
償
は
労
災
だ
け

東
京
新
聞
福
島
特
別
支
局
　
片
山
　
夏
子

　

東
京
電
力
福
島
第
一
原
発
で
は

今
も
、1
日
約
4
千
人
が
働
い
て

い
る
。国
際
評
価
尺
度
で
最
悪
の

「
レ
ベ
ル
7
」の
原
発
事
故
が
起
き
、

作
業
員
の
被
ば
く
線
量
が
格
段
に

上
が
っ
た
も
の
の
、事
故
後
に
で
き

た
新
た
な
補
償
は
な
く
、作
業
員

が
が
ん
な
ど
の
病
気
に
な
っ
て
も

労
災
以
外
は
何
も
な
い
。

　
「
特
攻
隊
に
な
っ
た
よ
う
な
気
持

ち
で
福
島
に
行
っ
た
」。2
0
1
5

年
10
月
に
、原
発
事
故
後
初
め
て

が
ん
で
労
災
認
定
さ
れ
た
北
九
州

市
の
男
性（
48
）は
、そ
う
振
り
返
っ

た
。

　

溶
接
工
の
男
性
は
11
年
10
月
～

13
年
12
月
に
、福
島
第
一
や
福
島
第

二
原
発
、九
州
電
力
玄
海
原
発
で
、

計
19
・
78
ｍ
Ｓ
ｖ
を
被
ば
く
。14
年

1
月
に
急
性
骨
髄
性
白
血
病
と
診

断
さ
れ
、幼
い
3
人
の
息
子
や
妻

を
残
し
て
死
ぬ
か
も
し
れ
な
い
と

い
う
恐
怖
か
ら
、う
つ
病
を
発
症

し
、う
つ
病
で
も
労
災
認
定
さ
れ

た
。

　

男
性
が「
福
島
に
行
け
る
人
の

名
簿
を
出
し
て
く
れ
」と
社
長
に

言
わ
れ
た
の
は
11
年
春
。「
ネ
ッ
ト

で
見
た
津
波
で
亡
く
な
っ
た
、息
子

と
同
じ
ぐ
ら
い
の
男
児
の
小
さ
な

靴
を
思
い
出
し
た
。自
分
の
子
な

ら
、ま
と
も
な
精
神
状
態
で
は
い

ら
れ
な
い
と
思
っ
た
。被
災
地
で
何

か
し
た
い
と
思
っ
た
」。こ
の
と
き
、

普
段
は
何
も
言
わ
な
い
父
親
が
最

後
ま
で
反
対
し
た
。

　

11
年
10
月
、福
島
第
二
原
発
に

入
っ
た
。内
部
被
ば
く
の
2
0
0
ｃ

ｐ
ｍ
だ
っ
た
が
、上
司
に「
こ
の
数

字
は
切
り
捨
て
だ
」と
言
わ
れ
、放

射
線
管
理
手
帳
に
は「
0
・
00
」と
記

録
さ
れ
た
。そ
の
後
、玄
海
原
発
の

定
期
検
査
の
作
業
を
し
、12
年
10

月
か
ら
福
島
第
一
原
発
に
入
っ
た
。

　

4
号
機
の
原
子
炉
建
屋
カ
バ
ー

設
置
に
関
わ
る
作
業
を
担
っ
た
。放

射
線
量
は
高
く
、全
面
マ
ス
ク
に
防

護
服
を
2
枚
重
ね
、さ
ら
に
放
射
線

を
遮
蔽
す
る
タ
ン
グ
ス
テ
ン
ベ
ス

ト
を
着
た
が
、数
が
足
り
ず
、ベ
ス

ト
な
し
で
働
く
日
も
。13
年
12
月
に

危
険
手
当
が
ピ
ン
ハ
ネ
さ
れ
て
い

る
と
分
か
り
、九
州
に
戻
っ
た
。

　

帰
っ
て
す
ぐ
に
咳
が
止
ま
ら
な

く
な
り
、37
度
の
微
熱
が
続
き
、急

性
骨
髄
性
白
血
病
と
診
断
さ
れ

た
。「
う
そ
や
ろ
っ
て
思
っ
た
。子
ど

も
た
ち
も
ま
だ
小
さ
い
の
に
、な
ん

で
自
分
が
死
な
な
き
ゃ
な
ら
な
い

ん
だ
と
思
う
と
、涙
が
溢
れ
た
」

　

入
院
後
、抗
が
ん
剤
治
療
で
髪

が
抜
け
、高
熱
と
吐
き
気
が
続
い

た
。「
何
も
か
も
が
灰
色
に
曇
っ
て

見
え
た
。当
時
、保
育
園
児
だ
っ
た

子
の
ラ
ン
ド
セ
ル
を
背
負
う
姿
が

見
ら
れ
な
い
と
絶
望
し
た
」。免
疫

力
が
低
下
し
て
口
内
細
菌
に
感
染

し
、歯
を
何
本
も
抜
い
た
。骨
髄
移

植
後
は
敗
血
症
を
起
こ
し
、一
時
は

危
篤
状
態
に
。「
こ
の
ま
ま
死
ぬ
の

性
に
遺
伝
的
要
因
が
な
い
と
確
認

し
、原
発
で
被
ば
く
し
た
以
外
に

発
症
す
る
原
因
が
認
め
ら
れ
な

か
っ
た
」と
主
張
。そ
の
上
で「
被
ば

く
で
白
血
病
に
発
症
し
た
こ
と
を

医
学
的
・
科
学
的
に
証
明
す
る
の

は
不
可
能
で
、さ
ら
な
る
立
証
を

求
め
る
こ
と
は
不
可
能
を
強
い
る

こ
と
だ
」と
す
る
。ま
た
、男
性
の
診

察
を
し
た
虎
の
門
病
院
元
副
院
長

の
谷
口
修
一
医
師（
血
液
内
科
）は

「
医
学
的
に
は『
何
ｍ
Ｓ
ｖ
以
下
は

安
全
』と
は
線
が
引
け
ず
、低
線
量

で
も
影
響
は
否
定
で
き
な
い
。事

故
後
に
働
く
作
業
員
は
、国
や
被

災
地
の
た
め
に
働
い
て
い
る
。被
ば

く
と
の
因
果
関
係
が
否
定
で
き
な

い
場
合
は
、補
償
す
べ
き
で
は
な
い

か
」と
言
う
。

　

未
曾
有
の
原
発
事
故
が
起
き
た

に
も
関
わ
ら
ず
、日
本
に
は
チ
ェ
ル

ノ
ブ
イ
リ
原
発
事
故
後
に
で
き
た

チ
ェ
ル
ノ
ブ
イ
リ
法
の
よ
う
に
、作

業
員
な
ど
へ
の
治
療
費
や
薬
代
な

ど
の
補
償
は
な
い
。労
災
と
は
別

の
補
償
制
度
が
必
要
だ
と
感
じ
て

い
る
。

福島第一原発の収束作業をする北九州市の男性。タ
ングステンベストの数が足りず、着用していない＝
2013年2月（本人提供）

原発事故から約3週間後、1号機の原子炉建屋近く
で見つかった高線量の瓦礫。スプレーで危険を知ら
せる印がつけられた＝2011年3月31日（写真：東京
電力ホールディングス）
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2023年度指導等年間計画について
新規個別指導は医科45・新規個別指導は医科45・
歯科36保険医療機関が歯科36保険医療機関が

実施予定実施予定

　

褥
瘡
の
適
切
な
管
理
と
予
防
を

行
う
た
め
に
、創
の
状
態
を
正
し

く
評
価
す
る
必
要
が
あ
る
こ
と
か

ら
、日
本
褥
瘡
学
会
は
褥
瘡
ケ
ア

用
創
部
ア
セ
ス
メ
ン
ト
ツ
ー
ル
と

し
て
、2
0
0
2
年
に「
Ｄ
Ｅ
Ｓ
Ｉ

Ｇ
Ｎ
R
」を
提
唱
し
た
。2
0
0
8

年
の
改
定
で「
Ｄ
Ｅ
Ｓ
Ｉ
Ｇ
Ｎ
―

Ｒ
R
褥
瘡
経
過
評
価
用
」と
な
り
、

2
0
1
3
年
に
は
診
療
報
酬
の
入

院
基
本
料
に
用
い
ら
れ
る
こ
と
と

な
っ
た
。急
性
期
で
あ
っ
て
も
褥

瘡
と
判
定
し
た
時
か
ら
評
価
で
き

る
よ
う
サ
イ
ズ
測
定
に
関
す
る

要
件
が
追
加
さ
れ
た
。2
0
2
0

年
改
定
で
は「
深
部
損
傷
褥
瘡（
Ｄ

Ｔ
Ｉ
）疑
い
」と「
臨
海
的
定
着
疑

い
」を
加
え
た「
Ｄ
Ｅ
Ｓ
Ｉ
Ｇ
Ｎ
―

　

協
会
は
8
月
26
日（
土
）、「
褥
瘡

対
策
に
つ
い
て
―
こ
れ
ま
で
、そ

し
て
、こ
れ
か
ら
―
」を
テ
ー
マ
に

オ
ン
ラ
イ
ン
セ
ミ
ナ
ー
を
開
催
し

ま
し
た
。講
師
の
立
花
隆
夫
先
生

（
星
ヶ
丘
医
療
セ
ン
タ
ー
・
皮
膚
科
）

は
1
9
9
8
年
の
日
本
褥
瘡
学
会

設
立
以
降
の
褥
瘡
対
策
の
歩
み
と

と
も
に
、褥
瘡
の
治
療
に
お
け
る

創
面
評
価
の
必
要
性
、ま
た
、創
傷

被
覆
材
の
機
能
な
ど
に
つ
い
て
解

説
さ
れ
ま
し
た
。講
演
の
概
要
は

次
の
通
り
で
す
。

　

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

　
「
褥
瘡
」は
別
名「
床
ず
れ
」と
言

わ
れ
る
よ
う
に
、多
く
の
場
合
は

寝
た
き
り
状
態
が
原
因
で
生
じ
る

皮
膚
局
所
の
圧
迫
に
よ
る
阻
血
性

壊
死
で
あ
る
。日
本
褥
瘡
学
会
で

は「
身
体
に
加
わ
っ
た
外
力
は
骨
と

皮
膚
表
層
の
間
の
軟
部
組
織
の
血

流
を
低
下
、あ
る
い
は
停
止
さ
せ

る
。こ
の
状
態
が
一
定
時
間
持
続
さ

れ
る
と
組
織
は
不
可
逆
的
な
阻
血

性
障
害
に
陥
り
褥
瘡
と
な
る
」と

定
義
し
て
い
る
。

　

日
本
褥
瘡
学
会
設
立
以
前
の

褥
瘡
の
有
病
率
は
10
―
20
％（
ス

テ
ー
ジ
Ⅲ
、Ⅳ
の
深
い
褥
瘡
の
有
病

率【
病
院
・
施
設
】）と
推
測
さ
れ
た
。

日
本
褥
瘡
学
会
の
設
立
や
厚
労
省

の「
褥
瘡
未
実
施
減
算
」（
診
療
報

酬
）な
ど
の
対
策
に
よ
り
、現
在
は

病
院
で
0
・
37
―
2
・
03
％
と「
世

界
一
低
い
」と
言
わ
れ
る
ま
で
に

な
っ
て
い
る
。入
院
や
施
設
入
所
の

褥
瘡
患
者
の
基
礎
疾
患
は
脳
血
管

障
害
が
最
も
多
い
。ブ
レ
ー
デ
ン

ス
ケ
ー
ル
に
よ
る「
危
険
因
子
の
評

価
」を
用
い
て
基
本
的
動
作
能
力

や
皮
膚
湿
潤
な
ど
を
確
認
し
、褥

瘡
対
策
を
行
う
。

褥
瘡
に
対
す
る
こ
れ
ま
で
の
歩
み

　

25
年
前
の
1
9
9
8
年
、こ
の
ま

ま
高
齢
化
が
進
む
と
2
0
2
5
年

に
は
寝
た
き
り
状
態
の
高
齢
者
が

2
3
0
万
人
に
達
し
、そ
の
う
ち
5

～
10
人
に
1
人
の
割
合
で
褥
瘡
を

発
生
す
る
と
推
測
。そ
の
た
め
厚
生

省（
当
時
）が「
褥
瘡
の
予
防
・
治
療

ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
」を
策
定
。同
年
日

本
褥
瘡
学
会
が
設
立
さ
れ
た
。

Ｒ
R
2
0
2
0
褥
瘡
経
過
評
価
用
」

と
な
っ
て
い
る
。

　

褥
瘡
の
治
療
方
針
決
定
に
は
創

面
評
価
が
必
須
で
あ
り
、前
述
の

「
褥
瘡
の
予
防
・
治
療
ガ
イ
ド
ラ
イ

ン
」以
降
、日
本
褥
瘡
学
会
は
ガ
イ

ド
ラ
イ
ン
を
策
定
し
、改
訂
の
都

度
公
表
し
て
い
る
。

　
「
床
ず
れ
」
に
代
わ
り
酸
素

チ
ュ
ー
ブ
や
Ｎ
Ｐ
Ｐ
Ｖ
フ
ェ
イ
ス

マ
ス
ク
な
ど
、医
療
機
器
に
よ
る
圧

迫
創
傷
が
注
目
を
集
め
る
よ
う
に

な
っ
た
。「
医
療
性
褥
瘡
」な
ど
様
々

な
呼
び
方
が
さ
れ
る
が
、将
来
的

は「
じ
ょ
く
そ
う
」と
の
名
称
が
採

用
さ
れ
る
と
考
え
る
。

創
傷
治
療
の
考
え
方

　

創
部
を
乾
燥
さ
せ
て
治
す（D

ry  

W
ound H

ealing

）と
創
部
を
湿

潤
に
し
て
治
す（W

et W
ound 

H
ealing

）が
あ
る
。湿
潤
環
境
下
療

法（M
oist W

ound H
ealing

）に

よ
り
湿
潤
環
境
を
維
持
す
る
方
が

創
治
癒
が
促
進
す
る
。ガ
ー
ゼ
以

外
の
創
傷
被
覆
材（
ド
レ
ッ
シ
ン
グ

剤
）が
次
々
開
発
さ
れ
た
。「
創
面

保
護
」、「
創
面
保
護
と
湿
潤
環
境
」、

「
乾
燥
し
た
創
の
湿
潤
」の
い
ず
れ

を
行
う
か
に
よ
っ
て
、ど
の
ド
レ
ッ

シ
ン
グ
剤
を
使
用
す
る
か
を
選
択

す
る
。

　

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

　

セ
ミ
ナ
ー
参
加
者
よ
り
、「
褥
瘡

の
発
生
か
ら
、評
価
、治
療
ま
で
わ

か
り
や
す
い
お
話
し
だ
っ
た
」な
ど

の
感
想
が
寄
せ
ら
れ
ま
し
た
。

○
集
団
指
導
、集
団
的
個
別
指
導

　

新
規
指
定
の
保
険
医
療
機
関
を

対
象
に
し
た
集
団
指
導
は
、医
科

（
病
院
・
診
療
所
）、歯
科
と
も
に

2
0
2
3
年
8
月
と
2
0
2
4
年

1
月
に
実
施
予
定
で
す
。24
年
度

診
療
報
酬
改
定
時
の
集
団
指
導

（
年
間
計
画
の「
そ
の
他
」）は
24
年

3
月
に
実
施
予
定
で
す
が
、8
月

2
日
の
中
医
協
総
会
に
て
、次
回

診
療
報
酬
改
定
の
施
行
時
期
が
24

年
6
月
1
日
で
了
承
さ
れ
た
た
め

実
施
時
期
は
流
動
的
で
す
。集
団

的
個
別
指
導
は
医
科
・
歯
科
と
も

10
月
に
実
施
予
定
で
す
。

○
新
規
個
別
指
導
、個
別
指
導

　

新
規
個
別
指
導
に
つ
い
て
、医

科
は
2
病
院
、43
診
療
所
が
対
象
。

歯
科
は
36
保
険
医
療
機
関
が
対
象

で
す
。個
別
指
導
に
つ
い
て
は
、医

科
は
2
病
院
、5
診
療
所
が
対
象
。

歯
科
は
15
保
険
医
療
機
関
が
対
象

で
す
。今
年
度
ま
で
高
点
数
選
定

が
な
い
た
め
実
施
予
定
数
が
少
な

く
な
っ
て
い
ま
す
。

○
適
時
調
査

　

施
設
基
準
の
届
出
が
受
理
さ
れ

た
保
険
医
療
機
関
を
対
象
に
行
わ

れ
る
適
時
調
査
は
、89
病
院
が
対

象
で
す
。4
月
よ
り
順
次
実
施
さ

れ
て
い
ま
す
。

　

保
険
医
協
会
は
、指
導
対
策
、適

時
調
査
対
策
に
力
を
入
れ
て
い
ま

す
。中
国
四
国
厚
生
局
よ
り
実
施

の
通
知
が
届
い
た
ら
協
会
に
ご
相

談
く
だ
さ
い
。

　

2
0
2
3
年
度
の
個
別
指
導
等

の
年
間
計
画
が
、中
国
四
国
厚
生

局
か
ら
開
示
さ
れ
た
資
料
に
よ
り

明
ら
か
と
な
り
ま
し
た
。

医科点数等 Q＆A歯科点数等 Q＆A
（在宅医療）

Q1 同一患家で夫婦2人の患者を診療した場合、1人目は在宅患者訪問診療料
（Ⅰ）の「同一建物居住者以外の場合」を算定し、2人目は初・再診料等を算定す
ることとされているが、在宅時医学総合管理料については、夫婦2人とも「単一
建物診療患者が2人以上9人以下の場合」を算定することになるのか。

A1 同一患家の場合は、在宅時医学総合管理料において単一建物診療患者は1人
とみなし、それぞれ1人の場合を算定します。

（検査）
Q2 超音波検査について、往診時に患家等で超音波検査の断層撮影法を行った
場合は「イ　訪問診療時に行った場合」と「ロ　その他の場合」どちらを算定す
ればよいか。

A2 往診時には「ロ　その他の場合」を算定します。

Q1 歯科診療特別対応加算（「著しく歯科診療が困難な者」に対して初診・再診
を行った場合に、初・再診料に175点を加算）を算定した患者さんに対して、初
期う蝕早期充填処置は算定できるか。

A1 算定できる。以下、参照ください。
　※歯科点数表の解釈（2022年4月版、社会保険研究所）
　　歯科診療特別対応加算p20告示6、p25告示4、初期う蝕早期充填処置p268

【支払基金審査情報提供事例】
　100 初期う蝕早期充填処置②《令和3年2月22日新規》
　○　取扱い
　　 　原則として、歯科診療特別対応加算を算定した患者に対して、初期う蝕早

期充填処置の算定を認める。
　○　取扱いを定めた理由
　　 　歯科診療で特別な対応が必要な患者は、う蝕に対する自己管理ができな

い場合等、う蝕に対する重症化リスクが高いために、初期う蝕早期充填処置
を行うことが臨床上あり得るものと考えられる。

【医科】　2023年度個別指導等年間計画
区分 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 指導

予定数

医
科（
病
院
）

適時調査 3 6 10 10 8 8 10 10 8 8 8 89

集団指導

新規指定 1 1 2
更新時 1 1
新規保険医 1 1
その他 1 1

集団的個別指導 1 1
新規個別指導 1 1 2
個別指導 1 1 2

医
科（
診
療
所
）

適時調査 0

集団指導

新規指定 1 1 2
更新時 1 1
新規保険医 1 1
その他 1 1

集団的個別指導 1 1
新規個別指導 8 3 6 3 2 6 6 2 7 43
個別指導 1 3 1 5

単位：保険医療機関数（集団指導・集団的個別指導は回数）

【歯科】　2023年度個別指導等年間計画
区分 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 指導

予定数

歯
科

適時調査 0

集団指導

新規指定 1 1 2
更新時 1 1
新規保険医 1 1
その他 1 1

集団的個別指導 1 1
新規個別指導 1 1 1 6 6 6 6 6 3 36
個別指導 2 1 2 2 2 2 1 2 1 15

単位：保険医療機関数（集団指導・集団的個別指導は回数）

医
科
オ
ン
ラ
イ
ン
セ
ミ
ナ
ー

褥
瘡
の
予
防
と
治
療
を
学
ぶ

日
本
褥
瘡
学
会
設
立
以
降
25
年
の
流
れ
と
今
後
の
対
策

を
中
心
に

講師の立花先生
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2
0
2
2
年
度
の
医
科
の
個
別

指
導（
個
別
）及
び
新
規
個
別
指
導

（
新
規
個
別
）の
実
施
結
果
が
、中
国

四
国
厚
生
局
か
ら
開
示
さ
れ
た
資

料
に
よ
り
明
ら
か
と
な
り
ま
し
た
。

個
別
は
11
保
険
医
療
機
関
、新
規

個
別
は
42
保
険
医
療
機
関
で
し
た
。

個
別
指
導

　

個
別
は
11
保
険
医
療
機
関（
病

院
2
、診
療
所
9
）を
対
象
に
実
施

さ
れ
ま
し
た
。指
導
後
の
措
置
は

「
概
ね
妥
当
」が
1
件
、「
経
過
観
察
」

9
件（
う
ち
自
主
返
還
は
7
件
）、

「
再
指
導
」1
件（
自
主
返
還
あ
り
）

で
し
た
。

新
規
個
別
指
導

　

新
規
個
別
は
、42
保
険
医
療
機

関（
病
院
1
、診
療
所
41
）を
対
象

に
実
施
。指
導
後
の
措
置
は「
概
ね

妥
当
」が
26
件（
う
ち
自
主
返
還
は

5
件
）、「
経
過
措
置
」16
件（
う
ち
自

主
返
還
12
件
）、「
再
指
導
」は
0
件

で
し
た
。

　

指
導
後
の
措
置
が「
概
ね
妥
当
」

で
あ
っ
て
も
、自
主
返
還
が
求
め
ら

れ
て
い
る
ケ
ー
ス
が
5
件
あ
り
ま

し
た
。い
ず
れ
の
指
摘
も
算
定
要

件
を
満
た
し
て
い
な
い
た
め
に
返

還
を
求
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

個
別・
新
規
個
別
と
も
に
多
い
指
摘

事
項
は

　

指
摘
事
項
は
個
別
、新
規
個
別

と
も
に
共
通
の
も
の
が
多
く
み
ら

れ
ま
す
。主
な
指
摘
事
項
を
下
記

に
掲
載
し
て
い
ま
す（
下
線
を
引
い

て
あ
る
も
の
は
自
主
返
還
が
求
め

ら
れ
た
も
の
。次
号
で
は
在
宅
医

療
や
検
査
等
の
指
摘
事
項
を
掲
載

予
定
）。カ
ル
テ
記
載
の
参
考
に
し

て
く
だ
さ
い
。

　

主
な
指
摘
事
項
の
中
で
、診
療

科
に
関
わ
ら
ず
特
に
指
摘
の
多

か
っ
た
事
項
は
次
の
7
つ
で
す
。

①
診
療
録
は
、保
険
請
求
の
根
拠

と
な
る
も
の
な
の
で
、医
師
は
診

療
の
都
度
、遅
滞
な
く
必
要
事
項

の
記
載
を
十
分
に
行
う
こ
と
。

②
傷
病
名
の
内
容
に
つ
い
て
不
適

切
な
例
が
認
め
ら
れ
た
の
で
改
め

る
こ
と（
医
学
的
に
妥
当
と
は
考

え
ら
れ
な
い
、部
位
の
記
載
が
な
い

等
）。

③【
特
定
疾
患
療
養
管
理
料
】治
療

計
画
に
基
づ
く
、服
薬
、運
動
、栄

養
等
の
療
養
上
の
管
理
内
容
の
要

点
に
つ
い
て
診
療
録
へ
の
記
載
が

な
い（
ま
た
は
不
十
分
）。

④【
診
療
情
報
提
供
料（
Ⅰ
）】交
付

し
た
文
書
が
別
紙
様
式
に
準
じ
て

い
な
い
。

⑤【
在
宅
療
養
指
導
管

理
料
】指
導
内
容
の
要

点
に
つ
い
て
、診
療
録

へ
の
記
載
が
な
い（
ま

た
は
不
十
分
）。

⑥
施
設
基
準
に
関
す
る

事
項
を
掲
示
し
て
い
な

い
。

⑦
届
出
事
項
の
変
更
が

認
め
ら
れ
た
の
で
、速

や
か
に
中
国
四
国
厚
生

局
指
導
監
査
課
に
届
け

出
る
こ
と（
保
険
医
の

異
動
、診
療
時
間
、診
療

科
の
変
更
等
）。

　

④
は
2
0
1
9
年
以

降
、多
く
見
ら
れ
る
指

摘
で
す
。①
や
③
⑤
は

カ
ル
テ
記
載
に
関
す
る

も
の
で
す
。カ
ル
テ
記

載
が
な
い
場
合
は
、自

主
返
還
が
求
め
ら
れ
る

た
め
、必
ず
記
載
す
る
よ
う
に
し

て
く
だ
さ
い
。

　

ま
た
、昨
年
度
の
指
摘
事
項
と

比
較
し
て
特
徴
的
な
指
摘
は
、レ

セ
プ
ト
摘
要
欄
へ
検
査
数
値
の
記

載
が
な
い
、明
細
書
発
行
状
況
に

関
す
る
事
項
の
掲
示
が
な
い
等
、

細
か
い
指
摘
が
散
見
さ
れ
ま
し

た
。

指
導
対
策
は
日
頃
か
ら

　

指
導
対
策
は
、日
頃
の
カ
ル
テ

記
載
や
書
類
の
整
備
が
基
本
で

す
。ま
た
、指
導
の
仕
組
み
や
指
摘

事
項
の
特
徴
を
知
っ
て
お
く
こ
と

も
重
要
で
す
。協
会
で
は
指
導
対

策
に
活
用
い
た
だ
け
る
書
籍
も
あ

り
ま
す
の
で
、ぜ
ひ
ご
活
用
い
た
だ

き
指
導
に
備
え
ま
し
ょ
う
。

2022年度　医科（病院・診療所）結果　【終了分】
個別指導 新規個別指導

実施保険医療機関数 11（病院2　診療所9） 42（病院1　診療所41）

指導後の措置・件数
（　）内の数字は自主
返還措置が出された
数

概ね妥当 1（0） 26（5）

経過観察 9（7） 16（12）

再指導 1（1） 0（0）

要監査 0（0） 0（0）

2
0
2
2
年
度
個
別
指
導
・
新
規

個
別
指
導
の
結
果
に
つ
い
て

医 科

Ⅰ．診療に関する事項
〇診療録
・�診療録は、保険請求の根拠となるものなので、医師は診療の都度、遅滞なく必要事項の
記載を十分に行うこと（特に、症状、所見、治療計画等について記載内容の充実を図る
こと）。

・診療録への必要事項の記載について、次の不適切な例が認められたので改めること。
 ◇�傷病手当金に係る意見書を交付した場合であるにもかかわらず、労務不能に関する

意見欄への記載がない。
・紙媒体の記録について、次の不適切な例が認められたので改めること。
 ◇記載内容が判読できない。
 ◇鉛筆で記載している。
 ◇�診療を担当する保険医の署名又は記名押印が診療の都度なされていないため、診療

の責任の所在が明らかでない。
 ◇患者の諸記録について、診療録に貼付し、患者ごとに管理すること。
・診療録について、次の不適切な事項が認められたので改めること。
 ◇職員等に対する診療について、診療録への記載が不十分である。
 ◇保険診療の診療録と保険外診療の診療録とを区別して管理していない。

〇傷病名
・傷病名の内容について、次の不適切な例が認められたので改めること。
 ◇医学的に妥当とは考えられない傷病名
 　例：局所出血、悪心、喀痰、片頭痛
 ◇部位の記載がない傷病名
 　例：湿疹、鶏眼、褥瘡、皮膚潰瘍、変形性関節症
 ◇左右の別の記載がない傷病名
 　例：肩関節周囲炎、結膜炎
・傷病名を適切に整理していない例が認められたので改めること。
 ◇重複して付与している、又は類似の傷病名
 　例：�便秘症と慢性便秘、高コレステロール血症と高脂血症と脂質異常症、急性膀胱炎

と膀胱炎、慢性肝疾患と肝機能障害、糖尿病と2型糖尿病、貧血と鉄欠乏性貧血
 ◇長期にわたる急性疾患等の傷病名
 　例：急性湿疹、急性気管支炎、急性扁桃炎
 ◇長期にわたる「疑い」の傷病名
 　例：甲状腺腫の疑い、大腸癌の疑い、骨粗しょう症の疑い
・�検査、投薬等の査定を防ぐ目的で付けられた医学的な診断根拠のない傷病名（いわゆ
るレセプト病名）が認められた。レセプト病名を付けて保険請求することは、不適切な
ので改めること。診療報酬明細書の請求内容を説明する上で傷病名のみでは不十分と
考えられる場合には、摘要欄に記載するか、別に症状詳記（病状説明）を作成し診療報
酬明細書に添付すること。
 　例：�連月の血液学的検査の実施に際して付与した肝機能障害の疑い、横紋筋融解の

疑い、腎機能低下の疑い及び貧血の疑い、手術に係る抗生剤の予防投与に際して
付与した術後感染症、ＣＲＰ検査の実施に際して付与した急性気管支炎の疑い

〇基本診療料
【初・再診料】
・初・再診料について、次の不適切な例が認められたので改めること。
 ◇初診料
 　�慢性疾患等明らかに同一の疾病又は傷病の診療を行った場合にもかかわらず、傷病

名欄の診療開始日をより新しい日付に変更し、初診料を算定している。
 ◇再診料
 　�電話等再診料について、初診時又は再診時に行った検査の結果のみを伝達した場合

に算定している。
 　再診料について、再診がない場合に算定している。
 ◇外来管理加算
 　患者からの聴取事項や診療所見の要点について診療録への記載が不十分である。
 　患者からの聴取事項や診察所見の要点について診療録への記載がない。
 　外来管理加算について、外来でない患者に対して算定している。
 ◇時間外加算
 　�時間外加算について、常態として診療応需の態勢をとっている時間に算定してい

る。
 　受診時間が該当しない。

〇医学管理等
・特定疾患療養管理料について、次の不適切な例が認められたので改めること。
 ◇主病でない疾患について算定している。
 ◇�主病ではない疾患及び全身的な医学管理を行っていない疾患について算定してい

る。
 ◇�治療計画に基づく、服薬、運動、栄養等の療養上の管理内容の要点について診療録へ

の記載がない。
 ◇�治療計画に基づく、服薬、運動、栄養等の療養上の管理内容の要点について診療録へ

の記載が不十分である。
・特定疾患治療管理料について、次の不適切な例が認められたので改めること。
 ◇悪性腫瘍特異物質治療管理料
 　治療計画の要点について診療録への記載がない。
 　治療計画の要点について診療録への記載が不十分である。
 ◇皮膚科特定疾患指導管理料（Ⅰ）
 　指導内容の要点について、診療録への記載がない。
 ◇在宅療養指導料
 　�保健師、助産師又は看護師が、患者ごとに作成した療養指導記録に指導の要点及び

指導実施時間を明記していない。
 ◇喘息治療管理料2
 　指導内容の要点について診療録への記載がない。
 ◇慢性疼痛疾患管理料
 　マッサージ又は器具等による療法を行っていないにもかかわらず算定している。
・診療情報提供料（Ⅰ）について、次の不適切な例が認められたので改めること。
 ◇交付した文書が別紙様式に準じていない。
 　例：�項目欄がない（既往歴及び家族歴）、複数の項目欄を一つにまとめており、項目欄

への記載が不十分である。
 ◇交付した文書において、項目欄への記載がない。
 　例：家族歴及び既往歴、治療経過、現在の処方、傷病名
 ◇紹介元医療機関への受診行動を伴わない患者紹介の返事について算定している。
 ◇実際に交付した文書の写しを診療録に添付していない。
・薬剤情報提供料について、次の不適切な事項が認められたので改めること。
 ◇�診療録等に薬剤情報を提供した旨の記載をした場合に算定できることに留意する

こと。
 ◇処方の変更がないにもかかわらず月2回以上算定している。
・療養費同意書交付料について、次の不適切な例が認められたので改めること。
 ◇患者の希望のまま、みだりに同意を与えている。
 ◇専門外にわたるものであるという理由によって、みだりに同意を与えている。

2022年度 医科 個別指導・新規個別指導の主な指摘事項（その1）
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2
0
2
2
年
度
に
実
施
さ
れ
た

歯
科
個
別
指
導
・
新
規
個
別
指
導
の

結
果
に
関
す
る
資
料
を
、こ
の
度
中

国
四
国
厚
生
局
よ
り
開
示
、入
手
し

ま
し
た
の
で
内
容
を
紹
介
し
ま
す
。

個
別
指
導
の
結
果「
再
指
導
」が
5

割
超

　

個
別
指
導
の
実
施
件
数
は
、13

保
険
医
療
機
関
、新
規
個
別
指
導

は
21
保
険
医
療
機
関
で
し
た
。年
間

計
画
で
は
、個
別
指
導
17
件
、新
規

個
別
指
導
23
件
を
予
定
し
て
い
た

た
め
、計
画
通
り
と
は
い
か
な
か
っ

た
模
様
で
す
。ま
た
、2
0
2
2
年

度
は
高
点
数
選
定
に
よ
る
個
別
指

導
は
実
施
し
な
い
方
針
で
あ
っ
た

た
め
、個
別
指
導
13
件
に
は
高
点
数

選
定
に
よ
る
個
別
指
導
は
あ
り
ま

せ
ん
で
し
た
。

　

個
別
指
導
の
結
果
は
、「
再
指
導
」

7
件
、「
経
過
観
察
」5
件
、「
概
ね
妥

当
」1
件
で
し
た
。指
導
後
の
措
置

で
自
主
返
還
を
求
め
ら
れ
た
保
険

医
療
機
関
数
は
、「
再
指
導
」は
全
て

の
保
険
医
療
機
関
で
、「
経
過
観
察
」

は
4
件
が
求
め
ら
れ
て
い
ま
す
。個

別
指
導
の
結
果
と
し
て「
再
指
導
」

が
5
割
超
と
、近
年
で
は
高
い
割
合

い
る
こ
と
に
つ
い
て
指
摘
が
多
く

見
ら
れ
、注
意
が
必
要
で
す
。

　

届
出
事
項
で
は
、保
険
医
の
異

動
、標
榜
診
療
日
・
標
榜
診
療
時
間

の
変
変
更
が
生
じ
た
場
合
は
速
や

か
に
届
け
出
る
こ
と
や
施
設
基
準

に
係
る
事
項
を
掲
示
し
て
い
な
い

な
ど
の
指
摘
が
見
ら
れ
ま
し
た
。届

出
事
項
の
変
更
な
ど
あ
り
ま
し
た

ら
、協
会
か
ら
も
届
出
用
紙
を
お

送
り
し
ま
す
の
で
、ご
連
絡
く
だ
さ

い
。

日
常
的
な
カ
ル
テ
等
の
整
備
が
大

事
　

指
導
の
備
え
は
、や
は
り
日
常
か

ら
カ
ル
テ
記
載
や
診
療
に
関
わ
る

書
類
の
整
備
、療
養
担
当
規
則
、点

数
表
等
に
沿
っ
た
保
険
診
療
・
保
険

請
求
ル
ー
ル
に
精
通
し
て
い
く
こ

と
が
大
切
で
す
。協
会
は
、指
導
、監

査
改
善
対
策
に
テ
キ
ス
ト
の
発
行

や
相
談
活
動
な
ど
を
行
っ
て
い
ま

す
の
で
、ぜ
ひ
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

で
し
た
。

　

新
規
個
別
指
導
の
結
果
は
、「
再

指
導
」3
件
、「
経
過
観
察
」12
件
、

「
概
ね
妥
当
」6
件
と
、「
再
指
導
」が

約
1
割
で
し
た
。自
主
返
還
を
求
め

ら
れ
た
保
険
医
療
機
関
は
、「
経
過

観
察
」で
8
件
、「
再
指
導
」は
全
て

の
保
険
医
療
機
関
で
自
主
返
還
を

求
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

医
学
管
理
、歯
冠
修
復
及
び
欠
損
補

綴
、処
置
の
指
摘
が
多
数

　

指
摘
事
項
で
最
も
多
か
っ
た
項

目
は
、「
医
学
管
理
」で
し
た
。続
い

て「
歯
冠
修
復
及
び
欠
損
補
綴
」、

「
処
置
」で
す
。

　
「
医
学
管
理
」で
は
、歯
科
疾
患
管

理
料
と
長
期
管
理
加
算
の
指
摘
が

最
も
多
く
、カ
ル
テ
記
載
が
不
十

分
、記
載
が
な
い
と
の
指
摘
が
多

か
っ
た
で
す
。次
い
で
歯
科
衛
生
実

地
指
導
料
1
も
多
く
、情
報
提
供

文
書
へ
の
記
載
が
不
十
分
、記
載
が

な
い
な
ど
の
指
摘
が
多
数
あ
り
ま

し
た
。

　
「
歯
冠
修
復
及
び
欠
損
補
綴
」で

は
、補
綴
時
診
断
料
の
指
摘
が
最
も

多
く
、カ
ル
テ
記
載
が
不
十
分
、記

載
が
な
い
と
の
指
摘
が
多
数
で
し

た
。有
床
義
歯
修
理
に
関
す
る
指
摘

で
は
、修
理
内
容
の
要
点
の
記
載
が

不
十
分
、記
載
が
な
い
と
の
指
摘
が

見
ら
れ
ま
し
た
。

　
「
処
置
」で
は
、歯
冠
修
復
物
ま
た

は
補
綴
物
の
除
去「
著
し
く
困
難
な

も
の
」の
指
摘
が
多
か
っ
た
こ
と
が

特
徴
で
、算
定
要
件
の
確
認
を
今
一

度
お
願
い
し
ま
す
。機
械
的
歯
面
清

掃
処
置
で
は
、カ
ル
テ
記
載
や
算
定

要
件
に
つ
い
て
指
摘
が
あ
り
ま
し

た
。

　

歯
周
病
検
査
で
は
、検
査
歯
数

か
ら
除
外
す
べ
き
残
存
歯（
歯
内
療

法
、根
面
被
覆
処
置
を
行
っ
て
積
極

的
に
保
存
し
た
残
根
を
除
く
。）を

含
め
た
歯
数
の
区
分
で
算
定
し
て

※下線は、自主返還を求められた指摘。括弧内の数字は、同様の指摘の件数。
【診療録等】
　診療録の記載方法、記載内容に次の例が認められたので、適切に記載するこ
と。
・行間を空けた記載（2）
・診療行為の手順と異なった記載（4）
・二本線で抹消していない訂正がある。
・訂正又は追記した内容が不明である。（2）
・欄外への記載がある。（2）

【医学管理等】
（歯科疾患管理料）
〇 1回目の管理計画において診療録に記載すべき内容について、記載の不十分

な例が認められたので、次の事項について個々の症例に応じて適切に記載
すること。

　 　基本状況（全身の状態、基礎疾患の有無、服薬状況、喫煙状況を含む生活習
慣の状況等）（6）

〇 有床義歯を原因とする疾患に係る治療のみの場合に、算定できない歯科疾
患管理料及び当該管理料に付随する加算を算定している例が認められたの
で改めること。（2）

（長期管理加算）※歯科疾患管理料の加算点数
　算定要件を満たしていない長期管理加算を算定している次の例が認められ
たので改めること。
　当該加算を初めて算定する場合に、患者の治療経過及び口腔の状態を踏ま
えた今後の口腔管理に当たって特に留意すべき事項について、その要点を診
療録に記載していない。（3）

（歯科衛生実地指導料1）
　情報提供文書に記載すべき内容について、記載の不十分な例が認められた
ので、次の事項について適切に記載すること。
・保険医療機関名（2）
・主治の歯科医師の氏名

【在宅医療】
（在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管理料）
　摂食機能障害を有する患者（摂食機能療法の対象となる患者）に該当してい
ない場合に、算定できない在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管理料
を算定している例が認められたので改めること。

【画像診断】
　算定要件を満たしていない画像診断における診断料を算定している例が認
められたので改めること。
　歯科パノラマ断層撮影を行った場合に、写真診断に係る必要な所見を診療

録に記載していない。（2）

【処置】
（機械的歯面清掃処置）
　算定要件を満たしていない機械的歯面清掃処置を算定している次の例が認
められたので改めること。
　歯科衛生士が機械的歯面清掃処置を行った場合に、当該歯科衛生士の氏名
を診療録に記載していない。

（暫間固定）
　エナメルボンドシステムによる暫間固定を行ったものについて、算定でき
ない装着を算定している例が認められたので改めること。

（歯冠修復物又は補綴物の除去）
著しく困難なもの
　メタルコア又は支台築造用レジンを含むファイバーポストであって歯根の
3分の1以上のポストを有するものに該当していない場合に、算定できない歯
冠修復物又は補綴物の除去「3 著しく困難なもの」を算定している例が認めら
れたので改めること。（4）

【検査】
（歯周病検査）
　歯周病検査において、検査歯数から除外すべき残存歯（歯内療法、根面被覆
処置を行って積極的に保存した残根を除く。）を含めた歯数の区分で算定して
いる例が認められたので改めること。（5）

【手術】
（難抜歯加算）※抜歯手術の加算点数
　歯根肥大、骨の癒着歯、歯根彎曲等に対する骨の開さく又は歯根分離術等に
該当していない場合に、算定できない難抜歯加算を算定している例が認めら
れたので改めること。（3）

【歯冠修復及び欠損補綴】
（補綴時診断料）
　算定要件を満たしていない補綴時診断料を算定している次の例が認められ
たので改めること。
　製作を予定する部位、欠損部の状態、欠損補綴物の名称及び設計等について
の要点を診療録に記載していない。（2）

（有床義歯修理）
　算定要件を満たしていない有床義歯修理を算定している次の例が認められ
たので改めること。
　修理内容の要点を診療録に記載していない。

2022年度【歯科】個別指導・新規個別指導の主な指摘事項

2022年度　歯科結果
個別指導 新規個別指導

実施保険医療機関数 13 21
指導後の措置・件数
（　）内の数字は自主
返還措置が出された
数

概ね妥当 1 （0） 6 （0）
経過観察 5 （4） 12 （8）
再指導 7 （7） 3 （3）
要監査 0 （0） 0 （0）

歯科

2022年度個別指導・
新規個別指導の結果と
特徴について
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医
事
紛
争
事
例

医
事
紛
争
事
例

医
師
が
選
ん
だ

医
師
が
選
ん
だ

61

鼻
中
隔
矯
正
術
で
右
眼

鼻
中
隔
矯
正
術
で
右
眼

内
転
障
害
　
例
外
的
な

内
転
障
害
　
例
外
的
な

示
談
方
法
で
解
決

示
談
方
法
で
解
決

雇用問題等Ｑ＆Ａ
面接・雇用から採用・退職まで面接・雇用から採用・退職まで◯187◯187

と
い
う
も
の
で
し
た
。

　

ア
ン
ケ
ー
ト
の
実
施
方
法
に
つ

い
て
、用
紙
が
特
定
の
施
設
で
し

か
受
け
取
れ
な
い
、実
施
期
間
が

2
週
間
程
度
と
短
す
ぎ
る
な
ど
、

県
の「
広
く
住
民
の
意
見
を
聴
き

計
画
を
進
め
る
」と
い
う
方
針
と

矛
盾
す
る
の
で
は
な
い
か
と
指

摘
。基
本
構
想
や
病
院
の
移
転
予

定
自
体
を
知
ら
な
い
住
民
も
多

く
、今
後
も
計
画
へ
の
住
民
意
見
の

汲
み
上
げ
や
説
明
の
機
会
を
設
け

て
い
く
必
要
が
あ
る
こ
と
を
要
望

し
ま
し
た
。

　

黒
木
理
事
は
、「
広
島
県
は
無
医

地
区
が
急
増
す
る
問
題
も
抱
え

る
。医
療
機
能
の
一
極
化
に
よ
っ

て
、新
病
院
か
ら
遠
方
の
地
域
や

ア
ク
セ
ス
の
難
し
い
中
山
間
地
域

で
、住
民
の
受
療
権
が
損
な
わ
れ

る
こ
と
に
な
っ
て
は
な
ら
な
い
」と

発
言
。安
佐
市
民
病
院
の
事
例
を

挙
げ
、住
民
に
開
か
れ
た
協
議
会

構
想
へ
の
懸
念
点
と
し
て
、病
院
が

遠
く
な
る
こ
と
を
心
配
し
て
い
る

と
回
答
し
て
い
ま
す
。ま
た
、開
業

医
を
対
象
に
し
た
他
団
体
の
ア
ン

ケ
ー
ト
で
は
4
割
が
計
画
に
反
対

し
て
お
り
、患
者
の
紹
介
や
緊
急

時
対
応
な
ど
、こ
れ
ま
で
通
り
の

連
携
が
で
き
る
か
不
安
、移
転
後

跡
地
に
残
す
機
能
は
慎
重
に
検
討

す
べ
き
と
の
意
見
が
出
さ
れ
て
い

る
と
の
報
道
も
あ
り
ま
す
。広
島

県
の
回
答
は
、跡
地
活
用
に
つ
い
て

は
、医
療
・
介
護
・
福
祉
が
受
け
ら
れ

る
体
制
を
整
え
る
と
い
う
方
向
性

は
決
ま
っ
て
い
る
が
、具
体
的
な
施

設
や
規
模
に
つ
い
て
は
検
討
予
定

床
規
模
の
病
院
を
建
設
す
る
基
本

構
想
に
つ
い
て
広
島
県
と
懇
談
を

実
施
し
ま
し
た
。当
会
か
ら
は
黒

木
秀
尚
理
事
が
出
席
、広
島
県
健

康
福
祉
局
医
療
機
能
強
化
推
進
課

の
渡
部
滋
課
長
、神
笠
拓
也
主
査

が
対
応
し
ま
し
た
。

　

県
は
2
0
2
3
年
6
月
に
、統

合
対
象
と
し
て
い
る
県
立
広
島
病

院
の
移
転
後
跡
地
利
用
に
関
す
る

ア
ン
ケ
ー
ト
を
実
施
。地
域
別
の

集
計
結
果
を
見
る
と
、南
区
在
住

者
の
約
4
割
が
、引
き
続
き
地
元

で
医
療
が
受
け
ら
れ
る
よ
う
県
病

院
跡
地
に
ク
リ
ニ
ッ
ク
・
入
院
施
設

の
建
設
を
要
望
し
て
お
り
、基
本

　

8
月
24
日（
木
）、公
立
・
公
的
医

療
機
関
再
編
ス
ト
ッ
プ
！
広
島
県

共
同
行
動
連
絡
会（
以
下
、4
2
4

共
同
広
島
）は
、広
島
都
市
圏
の
病

院
を
再
編
し
て
東
区
に
1
0
0
0

医
療
現
場
や
住
民
の
不
安
解
消
へ

県
健
康
福
祉
局
と
、新
病
院
構
想
に

つ
い
て
懇
談

の
運
営
を
早
期
に
検
討
し
て
ほ
し

い
と
求
め
ま
し
た
。

　

懇
談
の
終
わ
り
に
、県
か
ら
は

「
県
民
や
医
療
関
係
者
か
ら
の
声

を
聴
き
、柔
軟
に
対
応
し
て
い
く
」

と
の
発
言
も
あ
り
、4
2
4
共
同

広
島
で
は
引
き
続
き
、住
民
本
位

の
医
療
が
守
ら
れ
る
よ
う
は
た
ら

き
か
け
て
い
く
こ
と
と
し
ま
し
た
。

懇談の様子

　2023（令和5）年10月より広島県の最低賃金が930円から40円UPの970円になり
ます。全国平均は43円UPの1,004円となり1,000円を超えました。最低賃金が都道
府県別で1,000円を超えているのは現状、東京、神奈川、大阪ですが、10月からは
埼玉、愛知、千葉、京都、兵庫も加わり8都道府県となります。次いで静岡、三重、
広島と続き、広島はなんと全国で11番目に高い県となります。また今までと同
様、中四国、九州において最低賃金が一番高い県となります。40円UPは昇給率
からすると約4.3%となり、月給22万円で考えた場合、9,460円（約1万円）昇給させ
たことになります。そこで、今回は以前にも書かせていただきましたが、再度、
月給が最低賃金を下回っていないか確認する計算式をご紹介いたします。

【月給制の場合】
　月給÷1ヶ月平均所定労働時間≧最低賃金額（時間額）
　※ 1ヶ月平均所定労働時間＝（年間所定労働日数×1日の所定労働時間）÷

12ヶ月
　1日の労働時間がシフトで決定するような場合は年間所定労働時間÷12ヶ月
　　（計算例）
　　 基本給190,000円、職務手当30,000円、通勤手当4,200円、時間外割増賃金

20,000円支給　総支給額244,200円
　　 年間所定労働日数246日、1日の所定労働時間8時間、広島県の最低賃金は時

間額970円とした場合
　　 総支給額から、最低賃金の対象とならない賃金（時間外割増賃金及び通勤

手当）を除く。職務手当は算入（ただし、割増賃金相当として支給している
場合は不算入）。

　　244,200円－（20,000円＋4,200円）＝220,000円
　　220,000を時間額に換算し、最低賃金額と比較すると、
　　220,000円÷（246日×8時間÷12ヶ月）≒1,341円＞970円⇒最低賃金額以上
　ポイントとしては1ヶ月平均所定労働時間を算出する為の年間所定労働日数
がしっかり決めてあること。ここがあやふやだと時間単価を算出するのは困
難です。次に、最低賃金の計算の基礎の対象とならない賃金（皆勤手当や家族手
当、住宅手当あるいは基本給の中に固定残業代を含んでいる場合はその金額）
を含んで計算していないかです。総支給額から見ると余裕で最低賃金額以上に
見えても、対象とならない賃金（特に基本給の中に含まれている固定残業代が
ある場合は注意）を除くとぎりぎりになっているケースもあるかと思います。
ご注意ください。

特定社会保険労務士　白鷺克憲

2023（令和5）年10月より広島県の最低賃金が変わります。

（
70
歳
代
前
半
男
性
）

〈
事
故
の
概
要
と
経
過
〉

　

鼻
中
隔
矯
正
術
を
施
行
。そ
の

後
右
上
顎
洞
内
ポ
リ
ー
プ
様
病
変

に
対
し
て
、内
視
鏡
鼻
中
手
術
を

開
始
し
た
。と
こ
ろ
が
、篩
骨
洞
を

開
放
し
右
上
顎
洞
膜
様
部
を
開
放

す
る
際
、誤
っ
て
眼
窩
紙
様
板
を

開
放
し
た
。医
師
は
上
顎
洞
を
開

放
し
た
と
思
い
込
み
、飛
び
出
し

て
く
る
脂
肪
組
織
を
腫
瘍
組
織
と

間
違
え
鉗
除
・
摘
出
を
試
み
た
。途

中
、患
者
の
痛
み
が
強
く
、麻
酔
薬

（
フ
ェ
ン
タ
ネ
ス
ト
・
ド
ル
ミ
カ
ム
）

で
対
応
し
た
。し
ば
ら
く
し
て
上

顎
洞
が
開
洞
し
ポ
リ
ー
プ
様
組
織

が
残
存
し
て
い
た
の
で
鉗
除
し
た
。

上
顎
洞
開
口
部
周
辺
を
デ
ブ
リ
ッ

タ
ー
で
整
え
た
後
、眼
球
圧
迫
に

よ
り
眼
窩
内
脂
肪
組
織
が
突
出
し

て
き
た
の
で
、眼
窩
紙
様
板
を
損

傷
し
た
こ
と
に
気
付
い
た
。眼
球
運

動
を
見
る
と
右
眼
球
の
内
転
障
害

が
あ
り
複
視
が
認
め
ら
れ
た
。そ

の
後
医
師
の
上
司
が
紙
様
板
欠
損

部
に
ゼ
ル
フ
ィ
ル
ム
を
張
り
付
け

シ
リ
コ
ン
プ
レ
ー
ト
で
保
護
し
た
。

そ
の
後
は
別
の
Ａ
医
療
機
関
を
紹

介
し
て
、そ
こ
で
断
絶
し
た
眼
窩

内
側
直
筋
の
縫
合
手
術
を
施
行
し

た
。視
力
は
事
故
に
あ
っ
た
右
眼
の

方
が
良
い
の
で
左
目
に
眼
帯
を
し

て
複
視
に
対
応
し
た
。な
お
、症
状

固
定
に
は
半
年
程
度
か
か
っ
た
。

　

患
者
側
は
、院
長
の
対
応
等
に

不
信
感
を
抱
き
、治
療
費
を
含
む

慰
謝
料
を
要
求
し
て
き
た
。さ
ら

に
各
新
聞
社
が
今
回
の
事
故
に
つ

い
て
取
り
上
げ
た
経
緯
が
あ
っ
た
。

　

医
療
機
関
側
と
し
て
は
、明
ら

か
な
判
断
ミ
ス
と
し
て
医
療
過
誤

を
全
面
的
に
認
め
た
。具
体
的
に

は
、眼
窩
紙
様
板
を
損
傷
す
る
こ

と
自
体
は
過
誤
と
断
定
で
き
な
い

が
、損
傷
後
に
飛
び
出
し
て
く
る

脂
肪
組
織
を
腫
瘍
組
織
と
間
違
え

鉗
除
・
摘
出
を
試
み
、そ
の
結
果
内

転
筋
を
引
っ
張
り
、右
眼
内
転
障
害

を
き
た
し
た
こ
と
は
判
断
ミ
ス
で
、

内
転
障
害
の
直
接
の
原
因
と
な
っ

た
。

　

通
常
な
ら
ば
、脂
肪
組
織
を
腫

瘍
組
織
と
見
間
違
え
る
こ
と
は
な

い
が
、前
術
の
鼻
中
隔
矯
正
術
に

お
い
て
、患
者
の
鼻
中
隔
が
二
重
に

な
っ
て
お
り（
過
去
の
骨
折
に
よ
る

と
推
測
さ
れ
る
）、予
想
外
に
手
間

取
っ
た
こ
と
で
医
師
は
焦
っ
て
い

た
。な
お
、新
聞
に
報
道
さ
れ
た
こ

と
も
あ
り
、患
者
に
は
医
療
費
に
つ

い
て
額
が
確
定
次
第
、症
状
固
定

を
待
た
ず
に
中
間
払
い
し
た
。

　

紛
争
発
生
か
ら
解
決
ま
で
約
2

年
5
カ
月
間
要
し
た
。

〈
問
題
点
〉

　

明
ら
か
な
医
療
過
誤
と
判
断
で

き
よ
う
。患
者
の
損
害
に
つ
い
て

は
、確
定
ま
で
に
時
間
が
必
要
で

あ
っ
た
。そ
の
た
め
に
例
外
的
で
は

あ
る
が
、賠
償
金
の
中
間
払
い
を

複
数
回
に
わ
た
っ
て
行
っ
た
。一
般

的
に
言
う
と
、賠
償
金
の
中
間
払

い
は
、最
終
示
談
の
際
に
患
者
に

渡
す
金
額
が
中
間
払
い
分
だ
け
減

額
さ
れ
、患
者
側
の
心
証
と
し
て
、

賠
償
金
額
が
安
価
に
感
じ
ら
れ

る
こ
と
が
あ
り
、患
者
が
示
談
に

応
じ
な
い
原
因
に
な
る
こ
と
が
あ

る
。た
だ
し
、今
回
の
場
合
は
や
む

を
得
な
か
っ
た
と
判
断
さ
れ
る
。

　

紛
争
解
決
の
方
法
に
は
例
外
が

幾
つ
か
あ
り
、紋
切
型
に
は
実
行
で

き
な
い
が
、例
外
的
な
解
決
方
法

を
取
ら
ざ
る
を
得
な
い
場
合
は
、

基
本
を
十
分
了
解
し
た
上
で「
今

回
は
あ
く
ま
で
例
外
」と
の
認
識

を
持
つ
こ
と
が
肝
要
で
あ
る
。

〈
結
果
〉

　

医
療
機
関
側
が
全
面
的
に
過
誤

を
認
め
て
賠
償
金
を
複
数
回
に
わ

た
り
支
払
っ
て
示
談
し
た
。

医事紛争事例集
医師が選んだ60事例

～明日は我が身
　京都府保険医協会・医療安全対策部会の経験豊富な担当理事（医師）が数ある
紛争事例の中から厳選した事例で構成。
　本書に掲載した紛争事例は、協会が実際に会員医療機関からの相談に対応し
たものであり、かつ、医療現場において特に注意すべき、あるいは典型的な事例
を厳選。

広島協会会員価格
2,000円（税込・送料別）お申込みは京都府保険医協会まで　ＴＥＬ　075－212－8877

医事紛争事例集－医師が選んだ60事例－

医療安全研修ＤＶＤ　ＰａｒｔⅢ
日常診療における「安心」と「安全」のために

　「医事紛争事例集－医師が選んだ60事例」（2019年9月発行）に掲載されている
60事例すべて網羅！医療法で定められている医療安全研修をより効率的に実施
可能！書店では手に入らないオリジナル！

広島協会会員価格　7,000円（税込・送料別）

　雇用問題等に関するご質問・ご意見、読まれてのご感想等をお寄せ下さい。また、白鷺
先生への労務相談も受け付けています（8面に掲載）。詳しくは協会までご連絡ください。
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2
0
2
3
年
8
月
8
日（
火
）、

第
24
期
第
3
回
理
事
会
を
開
催
し

た
。

【
主
な
協
会
会
議
、行
事
等
の
報
告
】

・
第
24
期
第
2
回
理
事
会
の
決
定
事

項
の
確
認
。

・
協
会
行
事
、諸
会
議
討
議
内
容
、報

告
事
項
の
確
認
。

・
保
団
連
関
係
・
そ
の
他
行
事
へ
の

参
加
報
告
。

・
新
聞
発
行
、共
済
、組
織
現
勢
の
報

告
。

・
健
康
保
険
証
継
続
利
用
と
10
割
ス

キ
ー
ム
の
見
直
し
を
求
め
る
要
請

書
提
出
の
報
告
。

【
協
議
事
項
】

①
当
面
の
医
療
運
動
等
に
つ
い
て

・
オ
ン
ラ
イ
ン
資
格
確
認
義
務
化
・

健
康
保
険
証
廃
止
問
題
に
つ
い
て
、

訴
訟
の
進
行
状
況
の
確
認
。医
療
機

関
へ
の
ト
ラ
ブ
ル
実
態
調
査
②
の

実
施
を
決
定
。診
療
報
酬
加
算
見

直
し
要
請
に
つ
い
て
検
討
、要
請
書

の
提
出
を
決
定
。新
た
な
署
名
の
取

り
組
み
を
決
定
。諸
会
議
、集
会
お

よ
び
学
習
会
へ
の
対
応
、メ
デ
ィ
ア

対
応
を
推
進
し
て
い
く
こ
と
を
決

定
。

・
歯
科
活
動
報
告
と
今
後
の
会
議
・

行
事
計
画
に
つ
い
て
討
議
、決
定
。

・
診
療
報
酬
引
き
上
げ
を
求
め
る
取

り
組
み
の
討
議
。

・
病
院
の
再
編
統
合
に
つ
い
て
、共

同
会
議
で
広
島
県
と
懇
談
を
行
う

こ
と
を
確
認
、参
加
を
決
定
。

②
経
営
税
務

・
雇
用
対
策
の
研
究
会
開
催
を
検

討
、開
催
を
決
定
。

・
保
団
連
中
国
ブ
ロ
ッ
ク
協
議
会
で

の
税
務
ア
ン
ケ
ー
ト
実
施
を
決
定
。

③
広
報
文
化

・
広
島
保
険
医
新
聞
企
画
案
、主
張

テ
ー
マ
に
つ
い
て
討
議
、決
定
。

④
共
済

・
保
険
医
厚
生
会
の
事
業
提
案
に
つ

い
て
検
討
。

・
休
保
制
度
の
給
付
審
査
。

⑤
総
務・財
政

・
保
団
連
次
期
役
員
候
補
に
つ
い
て

討
議
。ブ
ロ
ッ
ク
へ
の
提
案
内
容
を

決
定
。

⑥
行
事・会
議
予
定

・
行
事
企
画
日
程
等
の
確
認
。

⑦
保
団
連
等
行
事
予
定

・
各
行
事
の
日
程
、出
席
者
等
を
確

認
。

⑧
そ
の
他

・
反
核
医
師
の
つ
ど
い
へ
の
賛
同
カ

ン
パ
を
決
定
。今
後
の
学
習
会
予
定

を
紹
介
。

広島県保険医協会
Twitter

＠hokeni_info

　

7
月
下
旬
の
1
週
間
で
、全
国

で
約
1
万
2
0
0
0
人
が
熱
中
症

で
救
急
搬
送
さ
れ
ま
し
た
。高
齢

者
が
半
数
以
上
を
占
め
、そ
の
う
ち

約
8
割
の
発
生
場
所
は「
住
居
」と

な
っ
て
い
ま
す
。2
0
0
6
年
に
老

齢
加
算
が
全
廃
、13
年
か
ら
生
活

保
護
費
が
削
減
さ
れ
、保
護
費
の
う

ち
生
活
費
に
充
て
る
生
活
扶
助
は

70
歳
か
ら
下
が
り
、月
8
万
円
の
人

も
多
く
、諸
経
費
を
払
う
と
生
活
費

は
月
2
万
円
と
な
り
、エ
ア
コ
ン
を

使
用
せ
ず
に
命
懸
け
の〝
節
電
〟を

強
い
ら
れ
て
い
ま
す
。生
活
保
護
費

に
夏
季
加
算
を
！�

（
憲
）

編
集
後
記

税理士
☆助言者　松野 和生 税理士（松野和生税理士事務所）

山口県山口市黒川861-19山口県山口市黒川861-19
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お
知
ら
せ
コ
ー
ナ
ー

　

上
記
の
「
よ
ろ
ず
法
律�

税
務�

労
務
」
相
談
は
随
時
受
付
を
行
っ

て
い
ま
す
が
、
ご
相
談
の
希
望
日

時
に
つ
き
ま
し
て
は
各
助
言
者
の

都
合
も
あ
り
ま
す
の
で
、
事
前
に

必
ず
協
会
事
務
局
ま
で
ご
連
絡
く

だ
さ
い
。

　

日
時
の
調
整
に
つ
い
て
は
協
会

で
行
う
こ
と
に
し
て
い
ま
す
。

3
24

「
よ
ろ
ず
法
律 

　税
務 

労
務
」相
談

　ご
利
用
に
つ
い
て

「
よ
ろ
ず
法
律 

　税
務 

労
務
」相
談

　ご
利
用
に
つ
い
て

木

火6

19 10

10
9

9

9月30日締切・
発表11月8日イイハデー 

　からだやお口の健康をイメージす
るイラストや写真を応募する、健康
キャンペーンを実施しています。患者
さんやスタッフの方などにＰＲくだ
さい。追加でチラシが入用の際はご連
絡ください。
広島県保険医協会　TEL082-262-5424

予防でいきいき歯とからだ
みんなの健康キャンペーン実 施 中発刊

学習シンポジウム記録
市民の声が地域医療を守る
公立・公的医療機関再編ストップ！

広島県共同行動連絡会
　広島県保険医協会も参加する公立・公的
医療機関再編ストップ！広島県共同行動
連絡会（424共同広島）は、3月4日に地域医
療のあり方を考える機会として、学習シン
ポジウムを開催しました。講師には当会か
ら黒木秀尚理事が登壇しました。
　この度、学習シンポジウムの記録を冊子
化しました。冊子は、既にお送りしていま
す。追加のご希望は、協会事務局までご連
絡ください。

審査、指導・監査対策に活用できる1冊

歯科書籍のご案内

（医科） 保険医のための審査、指導、監査対策
　　　 日常の留意点【第4版】 定価：4,000円（税込）

（歯科） カルテ記載を中心とした指導対策テキスト
　　　 ―審査対策を含めた日常の留意点― 定価：2,000円（税込）

※ 会員には1冊無料分を既にお送りしています。 2冊目からは定価販売となります。

デンタルスタッフのための歯科保険診
療ハンドブック　2023年版
デンタルスタッフ向けに歯科診療の仕組み
や用語等を写真やイラストを多用し、わかり
やすく解説しています。
※会員の先生には1冊無料分を既にお送りし
ています。2冊目から定価販売（4,500円）とな
ります。


